
令和３年 10月 1日 

 

社会福祉法人愛世会 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画（第１回） 

 

 

 男女ともに全職員が活躍でき、仕事と家庭の両立ができる雇用環境の整備を行う 

ため、次のように行動計画を策定する。 

 

 

 １ 計画期間  令和３年１０月１日から令和５年８月３１日までの期間 

 

 ２ 目標と取組内容・実施時期 

 

   目標 

     男女別の雇用形態転換者（パートタイム職員から正職員への登用）を 

１人以上とする 

             

 

   〈 取組内容・実施時期 〉 

 

   令和３年１０月～主任者会議を通じて、職員へ周知 

   令和３年１０月～職員募集の際は、まずパートタイム職員へ周知 

   令和３年１０月～パートタイム職員採用時に正職員への登用を周知 

 

  



 

女性活躍に関する情報公表 

 

 

 ＊ 管理職に占める女性労働者の割合（主任以上）～令和３年４月１日時点 

 

  ５５％ （１１／２０） 

       

    管理職配置～区分 （女／全） 

     

事務職 ３／８  専門職（看・相・ケアマネ）４／６  介護職 ４／６ 

 

 

 ＊ 各月ごとの平均残業時間の状況～令和２年度実績 

    

      ４月 ５１／１４０＝０．４時間   ５月 ７１／７２＝０．４時間 

      ６月 １９／７２＝０．３時間   ７月 ３４／７１＝０．５時間 

      ８月 １５／７１＝０．２時間   ９月 ２．５／７６＝０．０時間 

     １０月 ６／７６＝０．１時間   １１月 １２．５／７６＝０．２時間 

     １２月 ４４／７６＝０．６時間   １月 １１／７６＝０．１時間 

      ２月 ７／７６＝０．１時間    ３月 ９／７７＝０．１時間 

 

事務職（5-5）  ０．３時間／月  

        専門職（4-15） １．０時間／月  

        介護職（26-44） ０．５時間／月 

       

 

  ＊ 有給休暇取得日数～区分 （男-女）～令和２年度実績 

    

   事務職（5-5）    ９．３日  男８．０日  女１０．５日 

      専門職（4-15）   １１．８日  男６．０日  女１３．３日 

介護職（26-54）  １０．０日  男７．４日  女 ９．１日 

パート介護職（1-19） ６．７日  男４．３日  女 ６．９日 

パート現業職（6-7） ８．６日  男６．４日  女１０．４日 

 


